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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

北1 北部病院
労働者派遣契
約（産婦人科診
療業務）

令和6年
8月29日

5,689,936
一般社団法人
沖縄地域医療サポート

沖縄県うるま市みどり町
3-21-16 1階（右）

第21条の13
第1項第2号

当院の求める診療科等の医師を派遣できる業
者が限られる。

特命随意
契約

中１ 中部病院
NICUストレ
チャー改修

令和6年
7月1日

1,661,000 株式会社琉球光和
沖縄県那覇市西１丁目２
番１６号

第21条の14
第1項第2号

保育器とストレッチャーを結合する固定器具は
１者しか製造しておらず、その器具の調達が可
能で改修までできる者が特定の業者に限定さ
れるため。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｳ

特命随意
契約

中２ 中部病院
給食材料単価
契約

令和6年
7月1日

5,724,788 有限会社平田青果店
沖縄県沖縄市住吉1丁目
24の1

第21条の13
第1項第6号

給食材料の調達に当たっては、安心・安全な
材料の安定供給が要求されるが、品目によっ
ては価格や量が流動的である。また、品目数も
多く、１品目ごとの競争入札は現実的に困難で
あることから、見積書を徴収し、各品目の見積
金額の低廉な業者と単価契約を締結した。
沖縄県随意契約ガイドライン(6)-⑤

中３ 中部病院
派遣看護師等
の宿舎に係る
賃貸借契約

令和6年
7月3日

1,521,450 株式会社レオパレス21
東京都中野区本町2丁目
54番11号

第21条の13
第1項第2号

当院の近隣に家具家電付きの宿舎を提供でき
るのは特定の不動産会社となるため。

長期継続
契約
特命随意
契約

中４ 中部病院
派遣看護師等
の宿舎に係る
賃貸借契約

令和6年
7月3日

1,534,650 株式会社レオパレス21
東京都中野区本町2丁目
54番11号

第21条の13
第1項第2号

当院の近隣に家具家電付きの宿舎を提供でき
るのは特定の不動産会社となるため。

長期継続
契約
特命随意
契約

中５ 中部病院

NANAHOUSE
4F号室　賃貸
借契約（救急指
導医用）

令和6年
7月12日

3,135,840 中部興産株式会社 うるま市安慶名3-39-1
第21条の13
第1項第2号

県外から優秀や救急指導医を招聘するために
宿舎を確保する必要があり、立地面や設備面
も考慮した上で、業者が特定されるため。

沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約



2／11

病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中６ 中部病院
便尿器保温庫
４台の調達

令和6年
7月16日

2,904,000 南西医療器株式会社 沖縄県浦添市城間4-2-10
第21条の13
第1項第2号

　耐用年数5年に対し、現在使用している便尿
器保管庫は購入し21年経過しており、経年劣
化が生じている。温度が上がらず修理依頼し
たが、現在使用している部品が製造されてい
ないため修理不可となった。現在、スイッチを
入れ直し温度管理は保たれているが、近々故
障し使用できなくなる可能性があることから、
計画的に更新を進める必要がある。
　院内にある当該装置はすべて上記業者が納
品している。継続的に保守メンテを行う上記業
者から調達することで、不具合発生時の対応
がスムーズになる。
　以上のことから、本案件は地方公営企業法
施行令第21条の13第１項第２号に該当すると
判断し、上記業者を契約の相手方として随意
契約を締結することとした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中７ 中部病院

沖縄県立中部
病院放射線治
療センター改修
工事

令和6年
7月19日

312,400,000 株式会社東恩納組
那覇市古波蔵1丁目20番
30号

第21条の13第
1項第8号

一般競入札に付したが落札者がなく、再々入
札まで行ったが、落札には至らなかった。
応札があった業者へ再度見積書を依頼したと
ころ、予定価格内の見積書の提出があったた
め、地方公営企業法施行令第21条の13第１項
第８号の規定に基づき左記業者を契約の相手
方とした。

中８ 中部病院

沖縄県立中部
病院放射線治
療センター改修
工事監理業務

令和6年
7月19日

7,343,600
株式会社エー・アール・
ジー

浦添市大平2丁目19番11
号

第21条の13
第1項第2号

当該工事の設計積算業務は契約業者が行っ
た者であり、特殊な技術情報が含まれる設計
内容を正確に施工者へ伝達し、工事の適正履
行を確保するためには、契約業者以外の者に
行わせることは困難である。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約



3／11

病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中９ 中部病院
密閉式自動固
定包埋装置１
台の調達

令和6年
7月19日

6,050,000
沖縄メディックス株式会

社
沖縄県島尻郡南風原町
字津嘉山1583

第21条の13
第1項第2号

　毎日使用している密閉型自動固定包埋装２
台のうち、1台は取得より９年経過している。本
機器は病理組織標本作製には欠かせない機
器であり、不具合が生じた際には病理組織標
本作成が行えず病理診断に影響を及ぼすこと
から古い機器は更新する必要がある。
　院内にある既存機器を納入し、継続的に保
守メンテを行っている業者から調達すること
で、不具合発生時の対応がスムーズになる。
　以上のことから、本案件は地方公営企業法
施行令第21条の13第１項第２号に該当すると
判断し、上記業者を契約の相手方として随意
契約を締結することとした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１０ 中部病院

常用発電設備
資材費1.2号機
(2024年度2回
目）

令和6年
7月23日

1,608,288 ヤンマー沖縄株式会社
沖縄県宜野湾市大山7-
11-12

第21条の13
第1項第2号

同業者が納品・設置した設備であり、他業者で
保守及び部品交換を行うことが困難で履行で
きる業者が特定されるため。
仮に別業者が修理を行った場合、修理後の安
定性の担保、故障や事故があった際の責任の
所在が不明確となる恐れがある。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１１ 中部病院
安全キャビネッ
ト定期保守

令和6年
8月１日

1,848,000
沖縄メディックス株式会
社

沖縄県島尻郡南風原町
字津嘉山1583

第21条の14
第1項第2号

　同業者の機器保守のため、別の者が同様の
対応を行うのが困難であり、業者が特定される
ため。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１２ 中部病院
回転式ミクロ
トーム１台の調
達

令和6年
8月9日

2,592,865 有限会社アクア
沖縄県浦添市城間2-2-
12

第21条の13
第1項第2号

　当該機器は病理組織標本作製のために使用
する機器である。現有機は３台とも耐用年数を
超えており、最も新しい機種でも取得から１２
年、古い機種は取得より２５年が経過し、（耐用
年数は両機種とも５年）メンテナスによる機能
維持も限界を超えている。使用している機器全
てにおいて標本作製精度が一定しないことが
あり、作業効率に支障をきたしている現状があ
るため今回調達を行うこととした。
　現有機器３台とも納品し、継続的に保守メン
テを行っている業者から調達することで、不具
合発生時の対応がスムーズになる。
　以上のことから、本案件は地方公営企業法
施行令第21条の13第１項第２号に該当すると
判断し、上記業者を契約の相手方として随意
契約を締結することとした。　締結することとし
た。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約
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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中１３ 中部病院

オンライン資格
確認設定等対
応業務委託（そ
の他委託料）

令和6年
8月15日

1,716,000 株式会社ＮＴＴデータ中国
広島県広島市南区比治
山本町11-20　NTTDATA
比治山ビル

第21条の13
第1項第2号

当院医療情報システムベンダーとの接続実績
があり、別の者だと同様の対応を行うのが困
難であるため。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１４ 中部病院

TPX/コア2電動
マイクロドリル
システムの調
達

令和6年
8月19日

3,872,038
株式会社エムアイディ沖
縄営業所

沖縄県那覇市高良２－14
－22

第21条の13
第1項第2号

　当該機器は骨固定（鋼線刺入、ドリリング）や
骨切りに使用する機器であり、上肢骨折や顔
面骨折等の手術で数多く使用しており、これま
で利用していたが現在は故障してしまった機器
の後継機となる。
　従来機で利用していたハンドスイッチ等の付
属機器を再利用できるほか、整形外科でも同
じ機器を導入しており、手術室でのメンテナン
スやオプション機器の共有などで一体的な運
用が期待できる。
　別の業者から調達すると、既存の設備との一
体的な運用に支障をきたすだけでなく、障害発
生時に既存の付属機器等との責任所在が不
明確となることから、地方公営企業法施行令第
21条の13第1項第2号に該当すると判断し、上
記の者と随意契約を締結することとした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１５ 中部病院
デジタルスケー
ル付電動ベッド
２台の調達

令和6年
8月21日

1,980,000 南西医療器株式会社 沖縄県浦添市城間4-2-10
第21条の13
第1項第2号

　当該機器は患者さんの体重変化をリアルタイ
ムに測定できるベッドである。既存のベッドは
20年以上使用しており、現在起動しなくなる現
象が生じているが修理不能の状態である。当
該ベッドは台数が限られていることから、早急
に更新が必要である。選定した機種は、南棟
のエレベーターに乗るサイズであり、折りたた
み式サイドレールを選べることから当院のニー
ズに適合した機種である。
　以上のことから、当院のニーズに適合した装
置が限定され、また、代理店証明書の提出が
あった業者が妥当と判断し、地方公営企業法
施行令第21条の13第１項第２号に該当するこ
とから、上記業者を契約の相手方として随意契
約を締結することとした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｳ

特命随意
契約



5／11

病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中１６ 中部病院

内視鏡関連機
器（耳鼻科外来
R6.10～）の賃
貸借

令和6年
8月23日

1,943,040 ティーメディクス株式会社
東京都新宿区西新宿2-
3-1 新宿モノリス

第21条の13
第1項第2号

当該機器は、耳鼻科外来にて内視鏡検査を行
うために使用する機器一式である。
耳鼻科外来３室に対して、内視鏡機器本体が
１台しかなく検査が被った際は待ち時間が発生
することから、１台増設を行うために調達するも
のである。増設にあたっては、当院が求める機
能を有していること、また、現在保有している他
の機器との操作性や機種統一による管理の効
率性を考慮し機種を選定した。
当該機器の保守を含むリース契約を締結でき
るのは上記業者のみであるため、本案件は地
方公営企業施行令第21条の13第1項第2号に
該当すると判断し、上記業者を契約の相手方
として随意契約を締結することとした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１７ 中部病院
サイレンティア
スクリーン１０
台の調達

令和6年
8月28日

4,136,000
オキナワメディカルサ
ポート株式会社

南風原町与那覇513番地
の3ニューハピネス澤

第21条の13
第1項第2号

　当該機器は汚染区域や清潔区域のゾーニン
グをわかりやすくするためのスクリーンである。
令和4年改定された「感染対策向上加算1」の
要件の一つとして、「新興感染症の発生時等
に、感染症患者を受け入れることを念頭に、汚
染区域や清潔区域のゾーニングを行うことがで
きる体制を有すること」が求められている現状
がある。また、現在ゾーニングをわかりやすく
するためのスクリーンがないため、境界不明瞭
となりゾーニングを突破し対策破綻している現
状があることから、今回調達を行うこととした。
　当院のニーズに適合した装置が限定され、ま
た、代理店証明書の提出があった上記業者が
妥当と判断し、地方公営企業法施行令第21条
の13第１項第２号に該当することから、上記業
者を契約の相手方として随意契約を締結する
こととした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｳ

特命随意
契約



6／11

病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中１８ 中部病院
ディスカッション
顕微鏡の調達

令和6年
9月2日

3,616,800 株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町
字神里409番地の５

第21条の13
第1項第2号

　当該機器はディスカッション用の顕微鏡であ
り、取得から15年を経過している（耐用年数は8
年）。本機器は、細胞診検査においてスタッフ
間で症例検討を行うだけでなく、臨床医や研修
医、実習生へ説明を行う際にも利用されてい
る。
　他の顕微鏡も同メーカーの製品がほとんどで
あり、同一の業者が定期メンテナンスを実施し
ている。既存設備との一体的な運用及び保守
の体制を維持することが必要なことから、地方
公営企業法施行令第21条の13第1項第2号に
該当すると判断し、上記の者と随意契約を締
結することとした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中１９ 中部病院

計装設備点検
業務委託（中央
監視装置及び
自動制御機器
点検業務委託）

令和6年
9月2日

2,860,000 ヤシマ工業(株) 那覇市久米2－16－25
第21条の13
第1項第2号

当該装置は契約業者が設置・調整し、他社で
は取扱が困難なため
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中２０ 中部病院
高圧電気設備
精密点検業務
委託

令和6年
9月2日

3,201,000
一般財団法人沖縄電気
保安協会

那覇市西三丁目８番２１
号

第21条の13
第1項第2号

当該装置は契約業者が設置・調整し、他社で
は取扱が困難なため
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中２１ 中部病院

子宮鏡バイ
ポーラレゼクト
セット一式の調
達

令和6年
9月3日

2,200,000 株式会社中央医療器
沖縄県島尻郡南風原町
字神里409番地の５

第21条の13
第1項第2号

　当該機器は子宮内病変を器械的に除去する
機器である。平成１３年に取得したレゼクトス
コープ１セットがあるが、経年劣化による外筒
の破損など手術に支障が生じている状況のた
め、今回調達を行うこととした。
　当院のニーズに適合した装置が限定され、ま
た、代理店証明書の提出があった上記業者が
妥当と判断し、地方公営企業法施行令第21条
の13第１項第２号に該当することから、上記業
者を契約の相手方として随意契約を締結する
こととした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｳ

特命随意
契約
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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中２２ 中部病院
無影灯１台の
調達

令和6年
9月4日

2,970,000
オキナワメディカルサ
ポート株式会社

南風原町与那覇513番地
の3ニューハピネス澤

第21条の13
第1項第2号

　当該機器は外来処置室にて使用する無影灯
である。既存機器は３５年以上使用しており、
今後故障等が起きた際に対応ができなくなる
恐れがあることから今回調達を行うこととした。
　当院のニーズに適合した装置が限定され、ま
た、代理店証明書の提出があった上記業者が
妥当と判断し、地方公営企業法施行令第21条
の13第１項第２号に該当することから、上記業
者を契約の相手方として随意契約を締結する
こととした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｳ

特命随意
契約

中２３ 中部病院
南病棟機械室
除塩フィルター
ボックス修繕

令和6年
9月9日

1,562,000
有限会社三栄メンテナン
ス

沖縄県宜野湾市新城1-
19-11

第21条の13
第1項第5号

長年使用しているフィルターボックスが劣化し
ており、空調機更新のタイミングで入れ替える
必要があるため、早急に修繕を行った。上記の
とおり、緊急の必要により入札に付すことがで
きないと判断し、随意契約を行った。
沖縄県随意契約ガイドライン(５)

中２４ 中部病院
分娩監視装置
一式の調達

令和6年
9月13日

5,999,070 株式会社琉球光和 沖縄県那覇市西1-2-16
第21条の13
第1項第2号

　当該機器は母体・胎児のモニタリングをする
機器であり、更新目安である10年を経過してい
る機器が10台以上ある。機器の経年劣化が顕
著なため、定期的なメンテナンスが必須であ
り、故障状況によっては外来診療に支障が出
てくる可能性もあることから、今回新たに3式追
加購入するものである。
　当該機器で計測されたデータは、周産期シス
テムに連携されることから、同システムと同一
メーカーである必要がある。メーカーによる代
理店指定があるため、調達できる者が限られ
ることから、地方公営企業法施行令第21条の
13第1項第2号に該当すると判断し、上記の者
と随意契約を締結することとしたい。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約
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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中２５ 中部病院
新生児・小児用
人工呼吸器一
式の調達

令和6年
9月20日

4,268,000 南西医療器株式会社 沖縄県浦添市城間4-2-10
第21条の13
第1項第2号

　当該機器は極低出生体重児や呼吸不全の
新生児などの呼吸管理として、年間50例以上
の使用頻度がある。現有機器が製造中止と
なっており、耐用年数も10年ほど超過している
ことから、不測の事態に備え後継機を追加購
入するものである。
　呼吸管理の特性上、その設定や運用に錯誤
は許されないが、現有機器と新規購入する人
工呼吸器とで異なる設定や操作方法となると、
現場の運用に混乱が生じかねないことから、現
有機の後継機を購入する。
　当該後継機器はメーカーによる代理店指定
があるため調達先が限られることから、地方公
営企業法施行令第21条の13第1項第2号に該
当すると判断し、上記の者と随意契約を締結
することとしたい。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中２６ 中部病院

常用発電設備
資材費1.2号機
(2024年度3回
目）

令和6年
9月24日

2,000,000 ヤンマー沖縄株式会社
沖縄県宜野湾市大山7-
11-12

第21条の13
第1項第2号

同業者が納品・設置した設備であり、他業者で
保守及び部品交換を行うことが困難で履行で
きる業者が特定されるため。
仮に別業者が修理を行った場合、修理後の安
定性の担保、故障や事故があった際の責任の
所在が不明確となる恐れがある。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｲ

特命随意
契約

中２７ 中部病院 物品売買契約
令和6年
9月26日

2,019,930 加賀ソルネット株式会社
東京都中央区八丁堀三
丁目27番10号

第21条の13
第1項第2号

今回の品目はメーカーが指定する業者となっ
ているため、指定の業者でなければ目的物を
納入できず、契約を履行できないことから特命
随意契約を締結した。
沖縄県随意契約ガイドライン⑵-⑨－オ

特命随意
契約
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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

中２８ 中部病院

超音波画像診
断装置
（Compact5500
CV）１台の調達

令和6年
9月30日

7,568,000 株式会社沖縄メディコ
沖縄県浦添市勢理客３−
３−１１

第21条の13
第1項第2号

　現在５東病棟で使用している超音波診断装
置は、当初の耐用年数6年を大幅に上回る13
年間使用されておりプローべの劣化や電源が
入らないなどのトラブルが起きていることから
今回調達を行うこととした。
　当院のニーズに適合した装置がPHILIPS社に
限定される。現在、生理検査室などで主に使用
している装置がPHILIPS社であり、操作性がよ
く、また現在使用している経食道心エコープ
ローべを用いて病棟での経食道心エコー検査
もできるためPHILIPS社のエコー機が望まし
い。
　当院のニーズに適合した装置が限定され、ま
た、代理店証明書の提出があった上記業者が
妥当と判断し、地方公営企業法施行令第21条
の13第１項第２号に該当することから、上記業
者を契約の相手方として随意契約を締結する
こととした。
沖縄県随意契約ガイドライン(2)-⑩-ｳ

特命随意
契約

南1
南部医療ｾ
ﾝﾀｰ・こども
医療ｾﾝﾀｰ

医療ガス設備
保守点検

令和6年
8月26日

2,090,000 株式会社オカノ
沖縄県那覇市安謝１－２
３－８

第21条の13
第1項第2号

当該設備は以下の者が設計・納品したもので
あり、県内で他に対応が可能な業者がいない
ため。

特命随意
契約

南２
南部医療ｾ
ﾝﾀｰ・こども
医療ｾﾝﾀｰ

面会者対応に
かかる臨時警
備業務

令和6年
9月30日

2,263,800 琉球警備保障株式会社
沖縄県浦添市前田１丁目
54番２号

第21条の13
第1項第2号

契約予定者は当院の施設警備業務を受託して
おり、警備上の連携や情報共有、緊急時対応
など、当該業務と不可分であるため。

特命随意
契約

宮１ 宮古病院
労働者派遣契
約（内科診療業
務）

令和6年
7月1日

16,944,933 社会医療法人敬愛会
沖縄県沖縄市登川610番
地

第21条の13
第1項第2号

医師等に求められる専門的な知識及び技術並
びに離島という地理的制約のため、契約を締
結できる業者が限定されているため。

特命随意
契約

宮２ 宮古病院
労働者派遣契
約（病棟での看
護業務）

令和6年
7月1日

6,134,150
株式会社ナースパワー人
材センター

沖縄県那覇市久茂地1丁
目12番12号ニッセイ那覇
センタービル6F

第21条の14
第1項第2号

看護師不足により医療体制が逼迫しており、看
護師派遣契約を早急に行い、看護師を確保す
る必要があるなか、速やかな派遣契約が可能
であること、本県との契約実績を有しているこ
と、看護師の人材確保を継続的、安定的に見
込めることから選定した。

特命随意
契約

宮３ 宮古病院

修繕費　業務
用軟水装置
樹脂交換作業
(MS-1500DR)2
台

令和6年
7月5日

1,606,000 三浦工業株式会社
沖縄県豊見城市伊良波６
１９－１

第21条の13
第1項第2号

業務用軟水装置は、各メーカーが保守点検及
び修繕を行っており、定期消耗品及び部品に
ついては、メーカー及び代理店契約を締結して
いる業者のみである。今回の軟水装置はメー
カーで定期的に部品交換を行い、軟水装置自
体のメーカー保証をしているため、選定業者と
した。

特命随意
契約
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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

宮４ 宮古病院
修繕費　オート
クレーブ修理
（サクラ精機）

令和6年
7月12日

1,058,860 株式会社琉球光和
沖縄県那覇市西1丁目2
番16号

第21条の13
第1項第2号

病院特有の医療機器であるオートクレーブは
納入業者及びメーカー対応のみとなっており、
修理が必要な際はメーカーとの調整が迅速に
行えるため、今回の選定業者とした。

特命随意
契約

宮５ 宮古病院
医療ガス設備
保守点検業務
委託

令和6年
8月1日

1,804,000 株式会社オカノ
沖縄県那覇市安謝１丁目
23番８号

第21条の13
第1項第2号

特殊な機器等の保守のため、当該機器の仕様
や性能等に熟知した高度な技術を有するメー
カー設置業者以外に保守契約ができないた
め。

特命随意
契約

宮６ 宮古病院
消防用設備保
守点検業務委
託

令和6年
8月1日

3,245,000 株式会社丸秀
沖縄県宮古島市平良字
東仲宗根350

第21条の13
第1項第2号

前年度の消防用設備点検の結果を受けて、火
災報知器等の改修業務を当該業者に依頼して
おり、同設備の保守点検を行う業者は当該改
修内容を踏まえて点検を行う必要があるため。

特命随意
契約

宮７ 宮古病院
現金自動預入
支払機設置契
約

令和6年
8月1日

3,762,000 株式会社イオン銀行
東京都千代田区神田錦
町3丁目22番地

第21条の13
第1項第2号

離島という地理的制約上、現金自動預入支払
機を設置できる事業者が限定されるため。

長期継続
契約、特
命随意契
約

宮８ 宮古病院
産業医顧問
サービス契約

令和6年
8月1日

1,548,200
エムスリーキャリア株式
会社

東京都港区虎ノ門四丁目
１番28号

第21条の13
第1項第2号

産業医資格を持った医師の派遣という特殊性
があることに加え、職員の健康管理を安定的
に実施していくことが必要であり、職員のプライ
バシー保護の観点からも一定の継続性が求め
られるため。

特命随意
契約

宮９ 宮古病院
労働者派遣契
約（病棟での看
護業務）

令和6年
8月1日

7,329,300
株式会社ナースパワー人
材センター

沖縄県那覇市久茂地1丁
目12番12号ニッセイ那覇
センタービル6F

第21条の14
第1項第2号

看護師不足により医療体制が逼迫しており、看
護師派遣契約を早急に行い、看護師を確保す
る必要があるなか、速やかな派遣契約が可能
であること、本県との契約実績を有しているこ
と、看護師の人材確保を継続的、安定的に見
込めることから選定した。

特命随意
契約

宮１０ 宮古病院

修繕費　OEC
ONE　CFD装置
修理（X線透視
診断装置管球
交換）

令和6年
8月29日

2,523,675 株式会社琉球光和
沖縄県那覇市西1丁目2
番16号

第21条の13
第1項第2号

病院特有の医療機器であるX線透視診断装置
は納入業者及びメーカー対応のみとなってお
り、修理が必要な際はメーカーとの調整が迅速
に行えるため、今回の選定業者とした。

特命随意
契約

八１
八重山病
院

ストレージサー
バー第三者保
守業務委託

令和6年
7月1日

1,045,000 株式会社プロスタッフ
沖縄県宜野湾市真志喜
2-28-21

第21条の13
第1項第2号

平成30年度に整備した本院ネットワーク設備
等に関わるストレージサーバー第三者保守に
ついて、契約相手方(施工業者)に保守管理を
させなければ、障害発生時の対応に支障を生
じさせる可能性があり、また管理責任の所在が
不明確となる恐れがあるため

特命随契

八２
八重山病
院

縦型自動回転
棚オートシェル
フ点検業務委
託

令和6年
8月19日

1,240,800
オキナワメディカルサ
ポート株式会社

沖縄県南風原町与那覇
513番地の3ニューハピネ
ス澤102

第21条の13
第1項第2号

当該機器の納入者である契約相手方しか点検
を実施できないため

特命随契
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病院事業局における随意契約の実績　　（令和６年度 ２／四半期分）
単位：円

No. 所属名 契約の名称 契約日 契約金額 契約の相手方の名称 契約の相手方の住所
地方公営企業法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由 その他

八３
八重山病
院

病院情報シス
テム保守等業
務委託

令和6年
8月29日

3,465,000
株式会社医療情報システ
ム研究所

大阪府大阪市西区北堀
江1-4-10-3C

第21条の13
第1項第2号

病院情報システムの更新に伴うコンサルティン
グ業務で、システム及びネットワーク更新に伴
う仕様検討にあたり、これまでの調整内容を十
分に把握した業者でなければ対応できないた
め。また現に履行中のものに履行させることに
より、履行期間の短縮と経費の削減を実現で
きるため

特命随契

八４
八重山病
院

汎用超音波診
断装置Voluson
S8 Touch BT22
一式の購入

令和6年
9月19日

4,950,000 株式会社琉球光和
沖縄県那覇市西1丁目2
番16号

第21条の13
第1項第2号

２台の現有機のうち１台が故障したが修理不
能であり、購入予定の機器がなければ診察が
著しく滞り緊急で調達する必要があり、納入で
きる業者が契約相手方のみであるため。

特命随契

八５
八重山病
院

汎用超音波診
断装置Voluson
S8 Touch BT22
エコー側・Pacs
側接続費用修
繕

令和6年
9月19日

2,420,000 株式会社琉球光和
沖縄県那覇市西1丁目2
番16号

第21条の13
第1項第2号

当該機器の販売代理店を通じた場合のみ製造
メーカーが修理に応じるため

特命随契

精１ 精和病院
業務用自動車
賃貸借

令和6年
7月3日

3,498,000
日本カーソリューションズ
(株)

沖縄県那覇市久茂地３-
１-１日本生命ビル６Ｆ

第21条の13
第1項第8号

一般競争入札を実施。
再々入札を実施したが落札者がいないため。

長期継続
契約

精２ 精和病院
給食材料
単価契約書

令和6年
8月1日

2,831,165 有限会社　マルヤス
沖縄県豊見城市字名嘉
地１２４番地の１

第21条の13
第1項第6号

給食材料の調達にあたっては、安心・安全な材
料の安定供給が要求されるが、品目によって
は価格や量が流動的である。また、品目も多く
１品目ごとの入札は困難であることから、見積
書を徴収し、各品目の見積金額の低廉な業者
と単価契約書を締結した。


